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（介護予防）訪問リハビリテーション契約書 

医療法人清風会 ホスピタル坂東 

 

 利用者        様（以下「利用者」といいます）と事業者 医療法人清風会ホ

スピタル坂東（以下「事業者」といいます）ならびにホスピタル坂東訪問リハビリテー

ション（以下「事業所」といいます）は、訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リ

ハビリテーション（以下「訪問リハビリテーション等」といいます）の利用に関して次

の通り契約を結びます。 

なお、「事業者」と「事業所」を「事業者ら」といいます。 

 

（目的） 

第１条  事業者らは、介護保険法等の関係法令およびこの契約に従い、利用者がその

有する能力に応じて可能な限り自立して日常生活を営むことができるよう訪

問リハビリテーション計画に基づいたサービスを提供し、利用者の社会的孤

立感の解消及び心身の機能維持・向上ならびに利用者の家族の身体的、精神

的負担の軽減を図ります。 

  ２  事業者らは、訪問リハビリテーション等の提供にあたっては、利用者の要介

護状態区分ならびに要支援状態区分及び利用者の被保険者証に記載された認

定審査会意見に従います。 

 

（契約期間） 

第２条  この契約の契約期間は令和  年  月  日から有効となり、契約満了日

は利用開始日（令和  年  月  日）から 3ヶ月間とします。但し、上記

の契約期間の満了日前に利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けた結果、

要介護または要支援区分に該当しなくなった場合、変更前の有効期限にて契

約満了となります。なお、利用開始から 3ヶ月または介護保険有効期限いず

れか早い時期を満了日とします。 

  ２  利用者が正当な理由なく利用者負担額を 2ヶ月以上滞納した場合は、事業者 

     らは 30 日以上の予告期間を定め、指定した日時までに利用者負担額を支払わ

ない場合には、事業者ら側が指定した日時を以って事業者は契約を解除する

ことができます。 

  ３  第１１条１項または１３条または１４条または１５条にあげるいずれかの事

由に該当した時は契約終了となります。 

 

（運営規定の概要） 

第３条  事業者の運営規定の概要（事業目的、職員の体制、訪問リハビリテーション

等の内容等）、従業者の勤務体制等は別紙重要事項説明書に記載した通りです。 
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（訪問リハビリテーション計画の作成変更） 

第４条  事業者らは、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び希望を踏まえ

て訪問リハビリテーション計画を作成し、訪問リハビリテーション計画作成

後も当該計画の実施状況の把握に努めます。 

  ２  訪問リハビリテーション計画には、機能訓練等の目標や目標達成のための具

体的なサービス内容等を記載します。 

  ３  訪問リハビリテーション計画は、居宅サービス計画が作成されている場合は

その内容に沿って作成します。 

  ４  事業者らは、次のいずれかの該当する場合には、第１条に規定する訪問リハ

ビリテーション等の目的に従い、訪問リハビリテーション計画の変更を行い

ます。 

   （１）利用者の心身の状況、その置かれている環境等の変化により、当該訪問リ

ハビリテーション計画を変更する必要がある場合 

    （２）利用者が訪問リハビリテーション等の内容や提供方法等の変更を希望する

場合 

  ５  前項の変更に際して、居宅サービス計画の変更が必要となる場合は、速やか     

     に利用者の居宅介護支援事業所に連絡をするなど必要な援助を行います。 

  ６  事業者らは、訪問リハビリテーション計画を作成または変更した際は、これ

を利用者及びその後見人または家族に対し説明し同意を得るものとします。 

  ７  訪問リハビリテーション等の内容を変更した場合、利用者と事業者らは、利

用者が変更後に利用する訪問リハビリテーション等の内容、利用回数、利用

料等を記載したサービス変更合意書を交わします。 

 

 (訪問リハビリテーション等の内容及びその提供） 

第５条  事業者らは、訪問リハビリテーション計画に沿って、サービス内容説明書に

記載した内容の訪問リハビリテーション等を提供します。 

  ２  サービス提供時間には、利用者の身体状況等を勘案し休憩等を実施した時間

を含みます。 

  ３  事業者らは、利用者に対して訪問リハビリテーション等を提供するにあたり 

     当該サービスの提供実績、介護保険から支払われる報酬等の必要事項を利用

者が依頼する居宅介護支援事業所が作成する所定の書面に記載し、当該居宅

介護支援事業所が指定する期日までに当該居宅介護支援事業所に対し提出し

ます。 

  ３  事業者らは、利用者の訪問リハビリテーション等の実施状況等に関する記録

を整備し、その完結の日から２年間保存することとします。 

  ４  事業者らは、利用者の訪問リハビリテーション等に関わる会計等に関する記

録を整備し、その完結の日から５年間保存することとします。 

  ５  利用者及びその後見人または利用者の家族は、必要がある場合は事業者に対

し前項の記録の閲覧及び自費による謄写を求めることができます。但し、こ

の閲覧及び謄写は、事業者らの業務に支障のない時間に行う事とします。 
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 (居宅介護支援事業者との連携) 

第６条  事業者らは、利用者に対して訪問リハビリテーション等を提供するにあたり、

利用者が依頼する居宅介護支援事業者またはその他保険・医療・福祉サービ

スを提供するものとの連携に努めます。 

 

 (協力義務) 

第７条  利用者は、事業者らが利用者のための訪問リハビリテーション等を提供する

にあたり、可能な限り事業者に協力しなければなりません。 

 

 (苦情対応) 

第８条  事業者は、苦情対応の責任者及びその連絡先を明らかにし、事業者らが提供

した訪問リハビリテーション等について、利用者及び利用者の後見人または

利用者の家族から苦情の申し立てがある場合は、迅速かつ誠実に必要な対応

を行います。 

  ２  事業者らは、利用者及び利用者の後見人または利用者の家族が苦情申し立て

等を行ったことを理由として、利用者に対し不利益な取り扱いをすることは

できません。 

  ３  苦情相談窓口 

      ・サービス事業者が設置する苦情相談窓口 ０２９７－４４－２１９６ 

      ・市区町村の介護保険課の担当窓口 ０２９７－２１－２１９３ 

      ・都道府県の国民健康保険団体連合会 ０２９－３０１－１５６５ 

 

 (緊急時の対応) 

第９条  事業者らは、現に訪問リハビリテーション等の提供を行っているときに利用

者の様態の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者の主治医

に連絡または救急要請をするなどの必要な対応を講じます。 

 

 (費用) 

第１０条 事業所が提供する訪問リハビリテーション等の利用単位毎の利用料その他 

     費用は、別紙重要事項説明書に記載した通りです。 

   ２ 利用者は、サービスの対価として、別紙重要事項説明書に記載した費用の額

を基に月毎に算定された利用者負担額を事業者に支払います。 

   ３ 事業者らは、提供する訪問リハビリテーション等のうち、介護保険の適応を

受けないものがある場合には、そのサービスの内容及び利用料金を説明し、

利用者の同意を得ます。 

   ４ 事業者は、第 10 条 1から６項に定める費用のほか、次の各号に掲げる費用の

支払いを利用者に請求することができます。 

① 事業所の、通常の事業の実施地域以外にある利用者への居宅へ訪問する場合に

要する費用。 
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② 利用者の要望により、通常要する時間を超えて提供された訪問リハビリテーシ

ョン等の費用から通常提供される訪問リハビリテーションサービス費用を差

し引いた額。 

③  訪問リハビリテーション等サービスの中で、日常生活において必要と判断さ

れるものに関わる費用であって、利用者またはその後見人または家族に負担さ

せることが適当と認められる費用。 

④ （介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護、（介護予  

防）特定施設入居者生活介護、（介護予防）認知症対応型共同生活介護、地

域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介

護でのサービスを受けている時に訪問リハビリテーション等サービスを受け

る場合は、訪問リハビリテーション利用料は全額自己負担となります。 

   ５ 事業者らは前項に定める費用の額にかかるサービスの提供にあたっては、あ

らかじめ利用者に対し当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利

用者の同意を得なければなりません。但し、緊急やむを得ない場合はこれに

限りません。 

   ６ 事業者は利用者が正当な理由もなく、訪問リハビリテーション等の利用をキ

ャンセルした場合は、キャンセルした時期に応じてキャンセル料の支払いを

求めることができます。 

   ７ 事業者は訪問リハビリテーション等の利用単位ごとの利用料及びその他費用

の額を変更しようとする場合は、利用者またはその後見人または家族に対し

文書等で通知する事で変更の申し出を行います。 

   ８ 事業者らは前項ならびに別紙重要事項説明書に定める料金の変更を行う場合

には、新たな料金に基づくサービス変更合意書を交わします。 

 

（利用者負担額滞納） 

第１１条 利用者が正当な理由なく利用者負担額を２ヶ月以上滞納した場合は、事業者

は３０日以上の予告期間を定め、指定をした日時までに利用者負担額を支払

わない場合には、指定した日時に事業者ら側から契約を解除することができ

ます。 

  ２ 契約を解除する場合、事業者らは事前に、利用者に居宅サービス計画を作成

した居宅介護支援事業者と、利用者の日常生活を維持する見地から居宅サー

ビス計画の変更、介護保険以外の公的サービスの利用について必要な協議を

行うこととします。 

  ３ 事業者らは、前項に定める協議を行い、かつ利用者が第 11条１項に定める期

間内に滞納額の支払いをしなかった時、この契約を解除することができます。 

  ４ 事業者らは、前項の規定により解除に至るまでは、滞納を理由として訪問リ

ハビリテーション等の提供を拒むことはできません。 
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 (秘密保持) 

第１２条 事業者らは正当な理由がない限り、その業務上知りえた利用者及びその後見

人または家族の秘密をもらしません。 

 ２ 正当な理由とは、サービス担当者会議や適正なサービス提供のため職員間で

の情報共有並びに事業所内研修において利用者等の個人情報を用いる場合等

です。 

３ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密等を、従業

者でなくなった後においても、これらの秘密を保持させます。 

   ４ 事業所は、医療法人清風会 ホスピタル坂東の定める個人情報保護規定に則 

     り、個人情報保護に努めます。 

 

 (利用者の解除権) 

第１３条 利用者は、７日間以上の予告期間をもって、いつでもこの契約を解除するこ

とができます。 

 

 (事業者の契約解除権および利用停止権) 

第１４条 事業者らは、当該利用者が他利用者等または職員等に対し法令違反またはサ

ービス提供を阻害する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず

改善の見込みがなく、このサービスの利用契約の目的またはその趣旨を逸脱

すると判断した時は、３０日以上の予告期間をもって、この契約を解除する

ことができます。但し、著しい業務妨害や権利行使妨害行為があった場合や

第 2条及び第 15条に該当する場合は期間の猶予は設けないものとします。 

２ 任意または強制に関わらず、捜査機関等から身柄拘束或いは事情聴取等の措 

  置を受けており、行政や捜査機関等から利用停止の要求を受けた場合または 

それが適当と判断した場合には一時的な利用停止または契約を解除します。 

   ３ 事業者らは、前項によりこの契約を解除しようとする場合は、前もって利用

者の居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者や公的機関と協議し、

必要な援助を行います。但し、緊急やむを得ないと判断された場合はこれに

限りません。 

   ４ 前項に限らず、介護保険制度に則り適切なサービス提供が困難または不可能

となった場合。 

   ５ 第２条・第１５条に該当した時。 
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 (契約の終了) 

第１５条 次に掲げるいずれかの事由が発生した場合には、この契約は終了するものと

します。 

① 利用者が要支援または要介護認定を受けられなかったとき。 

② 利用開始前に訪問リハビリテーション等開始の可否の判断を仰ぐための医師

の診察を受けていないとき。 

③ 利用開始から３ヶ月毎に訪問リハビリテーション等継続の可否の判断を仰ぐ

ための医師の診察を受けていないとき。 

④ 医師から訪問リハビリテーション等の指示が発行されなかったとき。 

⑤ 医師が訪問リハビリテーション等の終了の指示をしたとき。 

⑥ 契約期間が満了したとき。 

⑦ 第１３条に基づき、利用者が契約を解除したとき。 

⑧ 第１１条１項または３項または第１４条に基づき、事業者が契約を解除したと

き。 

⑨ 利用者が、介護保健施設や医療機関等へ入所または入院したとき。 

⑩ 訪問リハビリテーション計画等に記載される目標に到達した場合。 

⑪ 訪問リハビリテーション等サービス提供の必要性が低いと判断された場合。 

⑫ 利用者が死亡したとき。 

 

（利用回数の制限） 

第１６条 訪問リハビリテーション等サービス利用回数は、原則として一人当たり６回/

週までとする。 

   ２ 前項に限らず、退院（所）の日から起算して３ヶ月以内に、医師の指示に基 

づき訪問リハビリテーション等を行う場合は、原則として一人当たり１２回/ 

週までとする。 

   ３ 1 回のサービス提供時間は２０分とし、一提供日に４０分間のサービス提供 

     を受けた場合は２回分として換算する。 

   ４ サービス提供時間は原則として利用者への提供を原則とするが、利用者家族 

または看護する者に対して助言或いは指導或いは相談等の時間も含めるもの 

とする。 

 

 (損害賠償) 

第１７条 事業者らは、訪問リハビリテーション等の提供にあたって、事故が発生した

場合には、利用者の後見人または家族または介護支援専門員に連絡するとと

もに、必要な措置を講じます。 

   ２ 前項において、利用者の生命、身体、財産に損害が生じた場合には、事業者 

     は利用者の損害を賠償します。ただし、事業者らに故意・過失がない場合に

はこの限りではありません。 

   ３ 前項の場合において、当該事故発生につき利用者に過失がある場合は、損害

賠償の額を減額することができます。 
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 （身元引受人） 

第１８条 身元引受人は、本契約に基づく契約者の事業者らに対する利用料などの経済

的な債務、その他の義務につき、契約者と連帯してその履行の責任を負いま

す。 

   ２ 契約者は社会通念上、身元引受人を立てることができないと認められる相当

な理由がある場合には、これを立てないことができます。 

   ３ 契約者は、身元引受人が本契約存続中に死亡もしくは破産した場合には、新

たに身元引受人を立てるように努めます。 

 

 

（署名代行者） 

第１９条 契約者に麻痺等があり、契約者本人の記名が得られない場合には、署名代行

者を立てる必要があります。署名代行者とは署名を代行するだけで、債務や

本契約の義務項目等すべて契約者本人に帰属します。よって家族や親戚等が

ある場合には、第１９条の身元引受人を立てるよう協力をお願いすることと

します。 

 

 (合意管轄) 

第２０条 この契約に起因する紛争に関して訴訟の必要が生じた時は、水戸地方裁判所

下妻支部を第一管轄裁判所とすることに合意します。 

 

（サービス提供中の外来診療の可否） 

第２１条 訪問リハビリテーション等開始時刻から終了時刻まで、訪問診療や訪問看護

等の他の訪問サービスは利用出来ません。 

 

（体調不良等によるサービス提供の可否） 

第２２条 サービス提供前に発熱等の体調不良が認められた際は、サービス提供を休止

した上で受診等の措置をとって頂きます。 

なお、体温や体調不良の報告は、サービス提供前に自己申告により聴取する

と同時に担当者が視診を行ないます。 

   ２ サービス提供前または最中に体調不良を認め、サービス提供が不適切と判 

断された場合はサービス提供を休止し、必要に応じて受診をして頂きます。 

 

（訪問車両の駐車） 

第２３条 訪問車両は原則として利用者敷地内に駐車とします。 

   ２ 利用者敷地内に駐車できない場合、別に駐車場を用意して頂きます。 

     この場合の駐車場とは、道路交通法、その他法令等の違反とならない場所を 

     いいます。 
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（事業所側からサービス提供を休止する場合） 

第２４条 風水害、その他の災害の危険性が予測される場合、或いはその事象が生じて 

いる場合。ならびに、重大な交通麻痺が予測される場合、或いはその事象が 

生じている場合。 

   ２ 第２３条で明示した適切な駐車場が確保出来ない場合。 

 

(協議事項) 

第２５条 この契約に定めのない事項については、介護保険法等の関係法令に従い、事

業者ら・利用者の協議により定めます。 

 

 

以上、この契約の成立を証するため、本証２通を作成し、利用者・事業者各署名押印し

て１通ずつを保有します。 

 

 

令和   年   月   日 

      事業者  （介護保険事業者番号） 茨城県０８１１８１０４６４ 

           （住  所） 茨城県坂東市沓掛４１１番地 

 

           （事業者名）医療法人清風会 ホスピタル坂東 

           （代表者） 院長  吉田 正 

           （管理者） 吉田 正 

 

      利用者    （住 所）                      

 

             （氏 名）                      

 

（電話番号）                      

 

      身元引受人  （住 所）                      

 

             （氏 名）                      

 

（電話番号）                      

 

      署名代行者  （住 所）                      

 

             （氏 名）                      

 

（署名代行理由）□手が不自由 □認知症 □その他（      ） 


